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●
主

な
経

過
措

置
 

職
種

・
加
算

等
 

要
件
等

 
経

過
措

置
の
内
容

 
経
過
措
置
の
期
間

 

食
事

提
供
体

制
加
算

 

事
業
所
内
で
食
事
を
作
り
提
供

し
た

、

又
は
ク
ッ
ク
チ
ル
、
ク
ッ
ク
サ

ー
ブ

等

特
殊

な
方

法
で

事
業

所
へ

搬
入

さ
れ

た
食

事
を

提
供

し
た

場
合

、
平

成
30

年
3
月

31
日
ま
で
の
間
加
算

を
算

定

す
る
。

 

要
件

追
加
の

上
、
令

和
９
年
３

月
３

１
日

ま
で
経
過
措
置
延
長
。
 

【
追

加
さ
れ

た
要
件

】
 

①
管

理
栄

養
士

又
は

栄
養

士
が

献
立

作
成

に
関
わ
る
こ
と
（
外
部
委
託
可
）
又
は
、
栄

養
ケ

ア
・

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

若
し

く
は

保
健

所
等
の
管
理
栄
養
士
又
は
栄
養
士
が
栄
養
面

に
つ

い
て
確

認
し
た

献
立
で
あ

る
こ

と
 

②
利

用
者
ご

と
の
摂

食
量
を
記

録
し

て
い

る
こ
と
 

③
利

用
者
ご

と
の
体

重
や
Ｂ
Ｍ

Ｉ
を

概
ね

６
月
に
１
回
に
記
録
し
て
い
る
こ
と
 

令
和

９
年

３
月

３
１

日

ま
で
 

児
童

発
達
支

援
セ
ン

タ
ー

に
お
け

る
食
事

提
供

加
算

 

低
所

得
者

及
び

中
間

所
得

者
に

つ
い

て
は
、
人
件
費
相
当
分
を
食
事

提
供

加

算
（
Ⅰ
：
中
間
所
得
者
の
場
合

30
単

位
/回

、
Ⅱ
：
低
所
得
者
の
場

合
40

単

位
/回

）
と
し
て
事
業
所
に
支
給

し
、
利

用
者

の
負

担
が

食
材

料
費

の
み

と
な

る
よ
う

に
す
る
。

 

栄
養

面
な

ど
障

害
児

の
特

性
に

応
じ

た
配

慮
や
、
食
育
的
な
観
点
か
ら
の
取
組
等
を
求

め
る

と
と

も
に

、
取

組
内

容
に

応
じ

た
評

価
と
す
る
見
直
し
を
行
っ
た
上

で
、
令
和
９

年
３

月
3
1
日

ま
で
経

過
措
置

を
延

長
す

る
。
 

食
事
提
供
加
算
（
Ⅰ
）
３
０
単
位
／
日
…
①

 
食
事
提
供
加
算
（
Ⅱ
）
４
０
単
位
／
日
…
②

 
※

児
童

発
達

支
援
セ

ン
タ
ー
が

低
所

得
・

中
間
所
得
世
帯
の
児
に
対
し
て
利
用
す
る
障
 

害
児

の
栄
養

面
や
特

性
に
応
じ

た
配

慮
等

を
行
い
、
食
事
の
提
供
を
行
う
場
合
 

①
 
栄

養
士
に

よ
る
助

言
・
指

導
の

下
で

取
組
を

行
う
場
合
 

②
 
管

理
栄
養

士
等
に

よ
る
助

言
・

指
導

の
下
で

取
組
を
行
う
場
合
 

令
和

９
年

３
月

３
１

日

ま
で
 

同
行

援
護

 
（
従

業
者
）

 
同

行
援

護
従

業
者

養
成

研
修

一
般

課

程
修
了
者
（
※

１
）

 

令
和

３
年
３

月
3
1
日

に
お
い

て
盲

ろ
う

者
向
け

通
訳
・
介
助
員
で
あ
っ
た
者
が
、
令
和

６
年

３
月

３
１

日
に

お
い

て
同

行
援

護
の

事
業
を
行
う
事
業
所
の
従
業
員
で
あ
っ
た
場

合
に

限
り
、
令

和
９

年
３
月

31
日

ま
で

の
間
は

、
引
き
続
き

同
行
援
護
従
業
者
養
成
研

修
一

般
課
程

を
修
了

し
た
も
の

と
み

な
す

。
 

令
和

９
年

３
月

３
１

日

ま
で
 

行
動

援
護

 
（

サ
ー

ビ
ス

提
供
責

任
者

、
従
業

者
）

 

行
動

援
護

従
業

者
養

成
研

修
過

程
修

了
者
 

強
度
行
動
障
害
支
援
者
養
成
研

修
（

基

礎
及
び
実
践
研
修
）
修
了
者
 

サ
ー

ビ
ス
提

供
責
任

者
 

令
和

９
年

３
月

３
１

日
ま

で
の

間
に

限
り

、
居

宅
介
護
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者

の
資

格
要
件

に
加
え

、
知

的
障

害
児

者
又

は
精
神

障
害
者
の
直
接
支
援
業
務
に
５
年
（
９

０
０

日
）
以

上
従
事

し
た
経
験
が

あ
る
場

合
に
配
置
可
。
 

 

令
和

９
年

３
月

３
１

日

ま
で
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従
業

者
（
ヘ

ル
パ
ー

）
 

令
和

９
年

３
月

３
１

日
ま

で
の

間
に

限
り

、
居

宅
介
護
に
係
る
従
業
者
の
資
格
要
件
に

加
え

、
知

的
障

害
児

者
又

は
精

神
障

害
者

の
直

接
支
援
業
務
に
２
年
（

３
６
０

日
）
以

上
従

事
し
た

経
験
が

あ
る
場
合

に
従

事
可

。
 

令
和

９
年

３
月

３
１

日

ま
で
 

共
同

生
活
援

助
に
お

け
る

個
人
単

位
で
の

居
宅

介
護
等

の
利
用

 

利
用
者
に
対
し
て
、
当
該
利
用

者
の

負

担
に
よ
り
、
当
該
指
定
共
同
生

活
援

助

事
業

所
の

従
業

者
以

外
の

者
に

よ
る

介
護

又
は

家
事

等
を

受
け

さ
せ

て
は

な
ら
な
い
。

 
（
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
を
除

く
）

 

令
和

９
年

3
月

31
日

ま
で
の

間
は

、
障

害
支
援
区
分

4
以
上
等
の
利
用
者
が
事
業
所

の
従

業
者

以
外

の
者

に
よ

る
居

宅
介

護
等

の
利
用
を
希
望
す
る
場
合
は
、
当
該
居
宅
介

護
等

事
業

所
の

支
援

を
受

け
さ

せ
る

こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、

令
和
６
年
４
月
１
日

か
ら

は
所

要
時

間
が

８
時

間
以

上
で

あ
る

場
合

は
、
所
定
単
位
数
の
１
０
０
分
の
９
５

を
算

定
す
る

。
 

令
和

９
年

３
月

３
１

日

ま
で

 

就
労

支
援
員

及
び

 
就

労
定

着
支

援
員

 
（

就
労

移
行

支
援
、

就
労

定
着
支

援
）

 

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

が
実

施
す

る
基

礎
的

研
修

 

令
和

９
年

度
ま

で
は

経
過

措
置

と
し

て
、
基

礎
的
研
修
を
受
講
し
て
い
な
い
場
合
で
も

指
定

基
準
を

満
た
す

も
の
と
し

て
取

り
扱

う
。

 

令
和

９
年

３
月

３
１

日

ま
で
 

就
労

選
択
支

援
員

 
（

就
労

選
択

支
援
）

 

・
就
労
選
択
支
援
員
は
就
労
選

択
支

援

員
養
成
研
修
の
修
了
を
要
件
と

す
る

。
 

・
就
労
選
択
支
援
員
養
成
研
修

の
受

講

要
件
と
し
て
は
、
基
礎
的
研
修

を
修

了

し
て

い
る

こ
と

や
障

害
者

の
就

労
支

援
分

野
の

勤
務

実
績

が
通

算
５

年
以

上
あ
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
。

 

・
経

過
措

置
と

し
て

、
令

和
９

年
度

末
ま

で
は

、
基
礎
的
研
修
又
は
基
礎
的
研
修
と
同

等
以

上
の
研

修
の
修

了
者
を
就

労
選

択
支

援
員
と
み
な
す
。
 

・
基

礎
的

研
修

の
実

施
状

況
を

踏
ま

え
、
令

和
９
年
度
末
ま
で

は
、
基
礎
的
研
修
と
同

等
以

上
の
研

修
の
修

了
者
で
も

受
講

可
能

と
す
る
。
 

令
和

９
年

３
月

３
１

日

ま
で
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地
域

移
行
等

意
向
確

認
担

当
者
の

選
任
等

 
（

施
設

入
所

支
援
）

 

・
地
域
移
行
及
び
施
設
外
の
日

中
サ

ー

ビ
ス

利
用

の
意

向
確

認
を

行
う

担
当

者
を
選
任
す
る
こ
と

 
・
意
向
確
認
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を

作
成

す

る
こ
と

 

令
和

６
年
度

か
ら
努

力
義
務
、

令
和

８
年

度
か
ら
義
務
化

 
２

年
間

（
※

）
の
経

過
措
置
（

準
備

期
間

）
を
設
け
る
。

 
※

令
和

６
年

４
月
１

日
か
ら
令

和
８

年
３

月
３
１
日
ま
で

 

令
和

８
年

３
月

３
１

日

ま
で

 

業
務

継
続
に

向
け
た

計
画

等
の
策

定
や
研

修
・

訓
練
等

の
実
施

の
義

務
化

 
（

全
サ

ー
ビ

ス
）

 

全
て

の
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

事
業

者
を
対
象
に
、
業
務
継
続
に
向

け
た

計

画
等
の
策
定
や
研
修
の
実
施
、
訓

練
の

実
施
等
を
義
務
付
け
る
。
感
染

症
又

は

非
常

災
害

の
い

ず
れ

か
又

は
両

方
の

業
務
継
続
計
画
が
未
策
定
の
場

合
、
基

本
報
酬
を
減
算
す
る
。

 

就
労

選
択

支
援

に
つ

い
て

は
、
令

和
９

年
３

月
３
１
日
ま
で
の
間

、
減
算
を
適
用
し
な

い
。

 

令
和

９
年

３
月

３
１

日

ま
で
 

特
定

事
業
所

加
算
 

特
定
事
業
所
加
算
（
Ⅰ
）
、（

Ⅲ
）
、（

Ⅳ
）

の
適
用
を
受
け
て
い
る
事
業
所

 

特
定

事
業

所
加

算
（

Ⅰ
）
、
（

Ⅲ
）
、
（

Ⅳ
）

の
適
用
に
つ
い
て
は
、

令
和
６
年
４
月
の
報

酬
改

定
時
に

要
件
が

一
部
変
更

さ
れ

た
が

、
令
和
６
年
３
月

3
1
日
時
点
で
、
特
定
事
業

所
加

算
を

受
け

て
い

る
事

業
所

に
つ

い
て

は
、
令
和
９
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
間

、
な

お
従

前
の
例

に
よ
る

こ
と
が
で

き
る

。
 

令
和

９
年

３
月

３
１

日

ま
で
 

（
※
１
）

●
 
 
本
県
に
お

い
て

同
行

援
護

従
業

者
養

成
研

修
（

一
般
課
程

）
に
相

当
す
る

と
認

め
る
研
修

は
以
下

の
と
お

り
 

▽
本
県
が
指
定
し
た
(旧

名
称
)
居
宅
介
護
従
業
者
等
養
成
研
修
事
業
者
が
実
施
し
た
、
次
の
年
度
内
に
修

了
し
た
研
修
 

・
重
度
視

覚
障

害
者

研
修

課
程

（
平

成
12

年
度

～
平
成

16
年

度
）

 

・
視
覚
障

害
者

移
動

介
護

従
業

者
養

成
研

修
課
程

（
平
成

16
年

度
～
平
成

23
年

度
）

 

・
視
覚
障

害
者

外
出

介
護

従
業

者
養

成
研

修
課
程

（
平
成

19
年
度
～
平

成
23

年
度
）

 
●
 
本
県
に
お

い
て

同
行

援
護

従
業

者
養

成
研

修
一
般
課

程
及

び
応
用
課

程
に
相

当
す
る

も
の

と
認
め
る

研
修

は
以

下
の

と
お

り
 

▽
社
会
福
祉
法
人
日
本
盲
人
会
連
合
が
実
施
し
た
、
次
の
年
度
内
に
修
了
し
た
研
修
 

・
視
覚
障

害
者

移
動

支
援

事
業

従
事

者
資

質
向
上

研
修
（

平
成

20
年
度

～
平
成

23
年

度
）

 

詳
細
は
愛

知
県

障
害

福
祉

課
地

域
生

活
支

援
グ

ル
ー
プ
（

05
2-

95
4-

62
92

）
に
確
認

す
る
こ

と
。
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障害者虐待防止について 

 

（１）「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」（以下、「障害者

虐待防止法」という）について 

  障害者に対する虐待はその尊厳を害するものであり、障害者の自立と社会参加にとっ

て障害者虐待の防止を図ることが極めて重要です。こうした点等に鑑み、障害者虐待の

防止や養護者に対する支援等に関する施策を推進するため、障害者虐待防止法が平成 24 

年 10 月１日から施行されました。 

この法律は、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立

及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に

鑑み、障害者に対する虐待の禁止、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待

の防止等に関する国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援

のための措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による障害者

虐待の防止に資する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護

者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資すること

を目的としています。 

 

（２）障害者（児）虐待について 

障害者虐待とは、以下の表に掲げる身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放置、経済的

虐待のいずれかに該当する行為とされており、「障害者虐待防止法」では、障害者虐待を①養護

者による障害者虐待、②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、③使用者による障害者虐待

の３種に分け、定義しています。そのうち、「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者総合支援

法等に規定する「障害者福祉施設」又は「障害福祉サービス事業等（障害児通所支援事業を含

む）」に係る業務に従事する者と定義されています。 

虐待の種類 行為 

① 身体的虐待 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又

は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。 

② 性 的 虐待 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさ

せること。 

③ 心理的虐待 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動

その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 

④ 放棄・放置 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者によ

る①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の障害者を養護す

べき職務上の義務を著しく怠ること。 

⑤ 経済的虐待 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利 

益を得ること。 
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（３）障害者（児）虐待と思われる事案を発見した場合 

また、障害者虐待防止法では、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる

障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない（第 16 条第１項）

とされており、虐待と疑われる事案を発見した場合は、被虐待者の支給決定市町村等へ通報いた

だく必要があります。 

 

（４）運営基準の遵守 

  令和４年４月から障害福祉施設等の運営基準に基づき、虐待の発生又はその再発を防止するた

め、新たに以下の措置を講じることが義務化されました。 

ア 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催すると共に、その結果について、

従業者に周知徹底を図ること 

イ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること 

ウ アとイに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと 

 

また、障害者福祉施設等の運営についての重要事項に関する運営規程に、虐待の防止のための

措置に関する事項を定めなくてはならないこととされています。具体的には、 

ア 虐待の防止に関する担当者の選定 

イ 成年後見制度の利用支援 

ウ 苦情解決体制の整備 

エ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施（研修方法や研修計画等） 

オ 虐待防止委員会の設置等に関すること 

等を指します。 

 

（５）身体拘束について 

障害者虐待防止法では、「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」は身体的虐待とされ

ています。やむを得ず身体拘束を行う場合は、以下３要件を全て満たす必要があり、その場合で

あっても、身体拘束を行う判断は組織的にかつ慎重に行う必要があります。実際に身体拘束を行

う場合は、組織による決定と個別支援計画への記載や本人・家族への十分な説明、必要な事項の

記録が必要となりますので、ご留意ください。 

   

要件 内容 

① 切迫性 利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能

性が著しく高いことが要件となります。切迫性を判断する場合には、身体

拘束を行うことにより本人の日常生活等に与える悪影響を勘案し、それで

もなお身体拘束を行うことが 必要な程度まで利用者本人等の生命又は身

体が危険にさらされる可能性が高いこと を確認する必要があります。 

② 非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないことが要件
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となります。非代替性を判断する場合には、まず身体拘束を行わずに支援

する全ての方法の 可能性を検討し、利用者本人等の生命又は身体を保護

するという観点から、他に代 替手法が存在しないことを複数職員で確認

する必要があります。また、拘束の方法 についても、利用者本人の状態像

等に応じて最も制限の少ない方法を選択する必要 があります。 

③ 一時性 身体拘束その他の行動制限が一時的であることが要件となります。一時性

を判断する場合には、本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘束

時間を想定する必要があります。 

 

（６）減算について 

①虐待防止措置未実施減算について（全サービス） 

義務化されている障害者虐待防止措置※が未実施の場合、虐待防止措置未実施減算が適用と

なるため、注意してください。 

≪※ 虐待防止措置≫ 

① 虐待防止委員会を定期的に開催すること 

② 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること 

③ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと 

  なお、虐待防止委員会の内容については、身体的虐待のみではなく、経済的虐待や心理的虐待、

性的虐待や介護放棄（ネグレクト）など、必ず他の虐待類型の内容についても盛り込んだものと

していただくようお願いします。 

 

②身体拘束廃止未実施減算の見直しについて 

（相談系サービス、自立生活援助、就労定着支援を除く全サービス） 

身体拘束適正化措置※が未実施の場合、10％又は 1％の身体拘束廃止未実施減算が適用となる

ため、注意してください。 

≪※ 身体拘束適正化措置≫ 

① やむを得ず身体拘束等を行う場合、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記載すること 

② 身体拘束適正化検討委員会を定期的に開催すること 

③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること 

④ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること 

 

（７）その他 

障害者施設等における障害者虐待の防止と対応については、厚生労働省及びこども家庭庁が

手引きを作成しています。詳細については、下記リンク先をご参照ください。 

『障害者施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き（令和６年７月）』 

https://www.mhlw.go.jp/content/001282170.pdf 
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障害児入所施設については、障害者虐待防止法に規定はありませんが、児童福祉法にて規定さ

れていますので、同様の対応が必要となります。 

 

  また、令和７年度障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修の資料・動画が厚生労働省におい

て公開されています。関係者間で研修内容を学習・共有する際に御活用ください。（その他の目

的による無断使用は禁じます。SNS での投稿もお控えください。） 

  令和７年度障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修 資料・動画｜厚生労働省 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/chiikiky

osei/03kenshyu_00020.html 

 
【参考】愛知県Ｗｅｂサイト 

2025 年度に実施した愛知県障害者虐待防止・権利擁護研修について 

 

「2025 年度愛知県障害者虐待防止・権利擁護研修＜新規入職者向け＞ 資料」 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/shiryou-jigyousyo2025new.html 

 

「2025 年度愛知県障害者虐待防止・権利擁護研修 

＜障害福祉サービス事業所等設置者・管理者・従事者向け＞ 資料」 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/shiryou-jigyousyo2025.html 

 

「2025 年度愛知県障害者虐待防止・権利擁護研修 

＜障害のある方の性被害の防止と相談対応の強化＞ 資料」 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/shiryou-jigyousyo2025soudan.html 
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職場内虐待防止研修用冊子 

1 

 

 

この冊子は、障害者虐待防止法を理解し、

虐待防止に取り組むために、施設・事業所

の中で、すべての職員（支援員、事務員、

調理員、運転手等の職種や、正規職員、非

常勤職員等、雇用条件に関わらず）が共通

に読み合わせをするための冊子です。 

 20 分程度で終わりますので、職員の共通

認識をもつためにも、読み合わせをしなが

ら学びましょう。 
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職場内虐待防止研修用冊子 
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障害者虐待防止法の目的は、虐待を防止することによって障害者の権利及び

利益を擁護することです。 

 

 この法律においては、「障害者虐待」を虐待の主体に着目して以下の３つに

分類しています。 

① 養護者（障害者をお世話しているご家族等）による障害者虐待 

② 障害者福祉施設従事者等（障害者施設や障害福祉サービス事業所の職員）

による障害者虐待 

③ 使用者（障害者を雇用する会社の雇用主等）による障害者虐待 

 

 「障害者虐待」の行為については、以下の５つに分類しています。 

① 身体的虐待（叩く、殴る、蹴る、つねる、正当な理由がない身体拘束等） 

② 放棄・放置（食事や排泄、入浴、洗濯等身辺の世話や介助をしない等） 

③ 心理的虐待（脅し、侮辱、無視、嫌がらせ等で精神的に苦痛を与える等） 

④ 性的虐待（性交、性器への接触、裸にする、わいせつな映像を見せる等） 

⑤ 経済的虐待（本人の同意なしに年金・賃金・財産や預貯金を処分する等） 

 を行った場合。  
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 障害者虐待防止法には、全ての人は障害者を虐待してはならないと定められ

ています。 

 さらに、２ページで定義されている「障害者虐待」を受けたと思われる障害

者を発見した人（障害者虐待の疑いに気がついた人）は、市町村等へ速やかに

通報する義務があるとする、幅広い通報義務が定められています。 

 通報先は、全て市町村です。 

 ただし、使用者による障害者虐待の場合は、市町村とともに都道府県も通報

先になります。 

 障害者福祉施設の設置者や障害福祉サービス事業等を行う者には、障害者虐

待を防止するための責務が定められています。 

 例えば、 

□職員への研修の実施 

□障害者及びその家族からの苦情の処理の体制整備 

□その他の虐待防止等の措置 

 を講ずることとされています。 

 わたしたちの施設、事業所でこれらが実施されているか確認し、□にチェッ

クしてみましょう。 
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例えば、私たちの施設で、職員が障害者を虐待した疑いについて他の職員が気づいた

場合を考えてみましょう。 

（１）最初に虐待の疑いに気づいた職員 

  障害者虐待防止法に基づき、市町村に通報する義務があります。 

（２）通報する事案か判断に自信がもてなかった場合 

 ★ サービス管理責任者や現場のリーダー等に相談することが考えられます。 

   相談を受けたサービス管理責任者や現場のリーダー等も、相談内容から虐待  

   の疑いを感じた場合は、通報義務が生じます。 

 ★ しかし、その人たちがさらに管理者、管理者等に相談する場合も考えられます。 

   相談を受けた管理者等も、相談内容から虐待の疑いを感じた場合は、通報義務が

生じます。 

 

【重要】 

 障害者虐待防止法では、施設や事業所の中で障害者虐待の疑いのある事案

が起きた場合の通報は「義務」なので、「通報しない」という選択肢はあり

ません。虐待をしたと思われる職員を管理者等が注意して終わらせてしま

い、通報しないで済ませる、ということもできません。必ず通報した上で、

市町村、都道府県の事実確認を受けることが必要です。 
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これらの事例は、新聞やテレビでも大きく報道された障害者福祉施設の職員

による虐待事案です。 

 しかし、これらの虐待事案も、最初は日々の小さな虐待行為から始まってお

り、それを放置したり隠したりしてきた結果、徐々に虐待行為がエスカレート

し、ある日利用者の骨折や死亡といった取り返しのつかない大きな虐待となっ

て、はじめて第三者によって行政に通報され発覚しています。 

 最初に小さな虐待行為があったときに、適切に通報した上で対応していれ

ば、このような取り返しのつかない結果にはならなかったことでしょう。 

 深刻な虐待事案を防ぐためには、虐待の早期発見と通報、早期対応が重要で

す。 

 これらの施設では、虐待を放置、隠ぺいする等の不適切で悪質な施設管理の

責任が追及され、理事長、管理者等幹部職員の刷新が行われています。 
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 共通しているのは、虐待が複数の職員によって複数の利用者に長期間に渡って行わ

れていることです。 

 この間、その施設・事業所の職員が「誰も虐待があることに気が付かなかった」と

いう場合ばかりではなかったと思われます。つまり、虐待があることを知っていなが

ら放置していたり、隠していたりした場合があることが考えられます。 

 一度虐待を通報しないで隠してしまうと、次の時には最初に通報しなかった虐待事

案も隠すこととなるため、さらに通報することがしにくくなります。その積み重ねで

どんどん通報することができなくなり、虐待行為もエスカレートしていきます。「悲惨

な事件」になるまで、施設内部の力では止められなくなってしまいます。 

 結果として、市町村、都道府県の立入調査だけに留まらず、警察による捜査、容疑

者の逮捕、送検という刑事事件にもなります。 

 障害者総合支援法に基づく行政の処分も、期間を定めた新規利用者の受入れ停止、

指定の取り消し等重いものが課せられています。 

 事案によっては、第三者による検証委員会が設置され、事実の解明と再発防止策が

検討され、徹底が図られることになります。 

 一度起きた虐待の事実を「なかった」ことにすることはできません。隠さない、嘘

をつかない誠実な対応をすることが最も良い道です。 
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職場内虐待防止研修用冊子 

7 

 

 
これまで起きた深刻な虐待事案から、最初は軽微な虐待行為だったものが放置される

ことでエスカレートし、利用者が重傷を負うような事件に発展してしまうということが

分かっています。 

 虐待を通報せずに隠してしまうと、その後エスカレートして利用者に重傷を負わせる

ような取り返しがつかない損害を与えてしまうだけでなく、虐待を行った職員は刑事責

任を問われ、施設や法人は道義的責任を追及され、行政処分を受け、損害賠償責任が生

じ、設置者・管理者には、法人や施設の運営に関与しないようにする行政指導が行われ、

交代することを迫られる事態となるかもしれません。 

 虐待行為が軽微な段階で適切に通報することができれば、利用者の被害は最小限で留

めることができます。さらに、虐待行為を行った職員もやり直しの道が残され、施設や

法人の行政処分や損害賠償責任も大きなものにならないで済む可能性があります。さら

に、そのことを反省し、再発防止策を講じ、支援の質の向上につなげることができる契

機にすることができます。最初に虐待の疑いを感じたとき、適切に通報義務を果たすこ

とができるかどうかが、その後の大きな分かれ道となってしまうといえるでしょう。 

「通報することは、虐待した職員を罰し、法人や施設に損害を与えること」と感じ、通

報することを避けようとする人は少なくないのかもしれません。しかし、通報がもたら

す本質的なことは、利用者、職員、施設、法人の全てを救うということなのです。 
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私たちの施設・事業所でも、虐待防止の取り組みを徹底しましょう。 

 以下の項目を確認し、実施できていたら□にチェックしてみましょう。 

□ 私たちの施設・事業所の設置者（理事長等）・管理者（施設長等）は、都道府

県の障害者虐待防止研修を受けたことがある。 

□ 私たちの施設・事業所には、虐待防止委員会（あるいは、それに代わる虐待防

止の仕組み）がある。 

□ 各部署ごとに、虐待防止マネジャー（あるいは、現場のリーダーとして虐待防

止に取り組む担当者）が決まっている。 

□ この冊子を使う等して、全職員が施設・事業所内、あるいは外部で虐待防止の

研修を受けている。 

□ 「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き」（厚生

労働省・障害福祉課）等を参考にし、活用している。 

 

それぞれの立場で、できることがあります。 
管理者なら・・ 
★虐待防止委員会の設置、虐待防止マネジャーの配置 
★虐待防止と権利擁護の事業所文化の醸成 
 
サビ管・主任なら・・ 
★虐待防止マネジャー（相当職）への積極的な着任 
 
直接援助職員なら・・ 
★「おかしい」と思った時の通報、相談のルーチン化 
★利用者の細かい様子の変化を捉えた養護者虐待の早期発見 
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障害者虐待防止法では、施設・事業所の設置者等に、「障害者福祉施設従事

者等による障害者虐待の防止等のための措置」を義務付けています。 

 具体的には、職員に対する研修の実施、利用者・家族からの苦情受付体制の

整備、その他の障害者虐待の防止等のための措置を講ずるものとされていま

す。「虐待防止等のための措置」のひとつの例として、「虐待防止委員会」があ

ります（図参照）。 

 虐待防止委員会は、施設・事業所の虐待防止の取り組みを組織的に進める委

員会です。委員長には、管理者（施設長等）等、施設・事業所の責任者が担い

ます。 

 また、各部署の現場で、職員と一緒に虐待防止の取り組みを進める「虐待防

止マネジャー（サービス管理責任者・現場のリーダー等を想定）」を任命し、

委員会のメンバーになります。 

 その他、苦情解決の第三者委員や家族会のメンバー等も委員に入ると外部の

目が加わり、より効果が高まるものと思われます。 

虐待防止マネジャーの役割は、虐待防止委員会で決めた虐待防止の取

り組み（虐待防止チェックリストの実施や、職員研修の実施等）を、各
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部署の中で職員と一緒に行い、結果を虐待防止委員会にフィードバック

することです。 

 なお、虐待防止委員会は、苦情解決委員会や事故防止委員会と一体で

行う等、運営の工夫をして行うことも考えられます。 

【「外の目」を入れる仕組みづくりをしましょう】 

（平時には） 

他法人・他事業所と合同で、障害者虐待、不適切支援に気づくワークを

定期的に開催してみましょう。 

 
（万一の時には） 

謝金等の用意が難しい事業所でも第三者委員会等が設置できるよう、エ

リア内相互支援的に第三者を派遣できる仕組みを構築できるよう、予め

相互協定を結ぶなどの仕組みを構築しましょう 
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職員が職場の中で孤立してしまったり、過度のストレスを抱えていたりする

ことも、虐待のひとつの要因であると考えられます。 

 職員の孤立を防ぎ、支え合う温もりのある職場づくりを進めることも、虐待

防止につながります。 

 職員が、自分自身のストレスの状態を知ることの手立てのひとつとして、厚

生労働省のホームページに「５分でできる職場のストレスチェック」のサイト

があります。 

 STEP1 仕事について 

 STEP2 最近１ヶ月の状態について 

 STEP3 周りの方々について 

 STEP4 満足度について 

 以上の４つのステップに分かれた５７の質問に答えると、自分自身では自覚

しにくい職場におけるストレスの状態について、コメントが表示されます。 

 職員同士が、お互いが抱えている職場での困難や課題、問題を話し合い、支

え合う、温もりのある職場づくりが支援の質の向上につながり、結果として虐

待を防止する施設・事業所づくりにつながります。 
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正当な理由なく身体を拘束することは身体的虐待です。 

 身体拘束の具体的な内容としては、以下のような行為が考えられます。 

 ① 車いすやベッド等に縛り付ける。 

 ② 手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける。 

 ③ 行動を制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。 

 ④ 支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する。 

 ⑤ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 

 ⑥ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。 

 やむを得ず身体拘束をする場合は、次の３要件に該当することが必要です。 

 ①切迫性 ②非代替性 ③一時性（上の図参照） 

 さらに、３要件に合致することの判断は、やむを得ない場合の身体拘束が必要となる前

に、あらかじめ管理者（施設長等）が参加する会議等において組織として慎重に検討した

上で確認し、個別支援計画及び支援記録等に記録として記載することが必要です。 

  

障害者総合支援法に基づく人員、設備、運営に関する基準 

（身体拘束等の禁止） 

第４８条 

 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利

用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者

の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなけれ

ばならない。 
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これまでの深刻な虐待事案から、行動障害のある人が虐待を受けやすいこと

が指摘されています。また、行動障害のある人は、自傷、他害行為等、危険を

伴う行動を示すこと等を特徴としており、このため、身体拘束や行動制限を受

けやすいといえます。 

 一方で、施設・事業所において適切な支援を行うことにより、他害行為等の

危険を伴う行動の回数が減少する等の支援の有効性も報告されており、行動障

害に関する体系的な研修が必要とされています。 

 このため、厚生労働省では研修の普及を通じて、適切な支援を行う職員の人

材育成を進めることを目的として、平成 25 年度から「強度行動障害支援者養

成研修（基礎研修）」を、また、平成 26 年度から、その上位の研修として同研

修（実践研修）を都道府県において実施するよう研修体制を整備していますの

で、施設・事業所を設置している都道府県に問い合わせの上、積極的な受講を

お願いします（上の表は、基礎研修のカリキュラム）。 

 また、行動障害の分野以外においても、身体拘束、行動制限をなくし、虐待

を防止するため、職員の支援スキルや資質向上のための研修を受講する等、支

援の質の向上に取り組むことが大切です。 
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障害者虐待を防止するためには、職員個人の「がんばり」に任せ

るのではなく、設置者、管理者が先頭に立って、施設・事業所が組

織として取り組むことが必要です。 

 その基本は、研修等を通じた職員の利用者に対する支援の質の向

上と、職員同士がお互いを支え合い、指摘し合え、自由に意見が言

える風通しのいい組織づくり、実習生の積極的な受け入れや苦情解

決・第三者委員等による外部の目の導入、虐待を隠さない、嘘をつ

かない誠実な施設・事業所の運営等です。 

 

※「障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手

引き」を必ず読みましょう！ 

 

厚生労働省 障害者虐待防止 手引き 検索 で 

F.個別事項-21



感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止について 

令和３年４月１日よりに施行され、令和６年３月３１日までの間は経過措置により努力義

務とされていた以下の内容について、令和６年４月１日から義務化されています。下記の必

要な措置をご確認の上、各事業所において 適切にご対応ください。 

 

【必要な措置の内容】 

 事業者は、当該事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次

の各号に掲げる措置を講じなければならない。 
 
① 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催す

るとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること（おおむね３か月に 1 回以上

（居宅介護等※は 6か月に１回以上）） 

② 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること 

③ 従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防

及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること（年２回以上 （居宅介護等※は年１回

以上）） 
 

① について 

 ・委員会については、幅広い職種により構成し、構成メンバーの責務及び役割分担を明確にす

ること。 

 ・委員会について、専任の感染対策を担当する者（感染対策担当者：看護師であることが望ま

しい）を決めておくこと。 

 ・入所者の状況など、状況に応じ、おおむね 3 か月に 1 回以上（居宅介護等※は 6 か月に１回

以上）定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じて随時開

催すること。 

 ・委員会については、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 

 ・「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守すること。 等 

 

② について 

  ・それぞれの項目の記載内容については、以下の厚生労働省ホームページに掲載されている「障

害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」も踏まえて検討すること。

等 

 

③ について 

 ・研修の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、事業所に

おける指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的な支援の励行を行うものとする。 

 ・指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上（居宅介護等※は年１

回以上））を開催するとともに、新規採用時には必ず感染対策研修を実施すること。 

 ・調理や清掃などの業務を委託する場合には、委託を受ける者に対しても当該指針が周知され

るようにすること。 

 ・研修の実施内容について記録すること。 等 

 他、基準省令及び解釈通知を参照の上、適切に実施をしてください。 
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※居宅介護等（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、就労定

着支援、自立生活援助、一般相談支援、計画相談支援、障害児相談支援） 

 

【参考】 

 感染対策指針作成の手引き等について、以下の厚生労働省ホームページに掲載されていま

すので、御参考ください。 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html 
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介護福祉士経過措置登録者の資格登録有効期限について 

介護福祉士経過措置登録者の方へ 

介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士の経過措置登録を受けている者は、資格登録有

効期限が切れると、介護福祉士の資格の効力を失います（資格取り消しとなります）。 

資格登録有効期限経過日の翌日以後においても介護福祉士として登録となるためには、次

の㋐または㋑のいずれかの要件を満たし、資格登録有効期限を解除する必要があります。 

 ㋐ 資格登録有効期限までの介護福祉士試験に合格  ※1 

 ㋑ 介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌年度の 4 月 1 日から資格登

録有効期限（資格登録有効期限を変更した場合はその有効期限）まで継

続して介護等の業務に従事  ※2 

 ※1 試験に合格した場合は、 合格通知書と一緒に 「資格登録有効期限解除

通知書」 を 郵送しますので、 特別な手続きをすることはありません。 

 ※2 資格登録有効期限まで継続して介護等の業務に従事した場合は、資格登

録有効期限から 14 日以内に届出書類を試験センターに提出する必要があり

ます。 
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届出書類の様式は、登録証と一緒に郵送されている『介護福祉士「変更登録

の手引」＜経過措置登録者に係る届出用＞』にあります。 

（注意）㋐・㋑いずれにも該当しない場合は、資格登録有効期限をもって、資格

取り消しとなりますので、届出書類と一緒に介護福祉士登録証（原本）を返納し

てください。 

また、介護福祉士の効力を失ったにもかかわらず、介護福祉士の名称を使用した

場合は、罰則の適用を受けることになりますのでご注意ください。 

事業者の方へ 

社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律（平成 19 年法律第 125 号）（以

下「新法」という。）の施行により、平成 29 年 4 月 1 日から介護福祉士養成施設卒業者

も介護福祉士となる（介護福祉士登録を受ける）には介護福祉士試験に合格しなければな

らない（新法第 39 条）こととなりましたが、新法の施行（平成 29 年 4 月 1 日）から令

和 9 年 3 月 31 日までに介護福祉士養成施設を卒業した者については、介護福祉士試験に

合格しなくても（不合格又は受験しなかった者）、卒業年度の翌年度から 5 年間は介護福

祉士となる資格を有する者とする経過措置が設けられています。 
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介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士試験に合格していない者で介護福祉士の登録を

受けている者につきましては、令和 5 年 4 月 1 日以降は、その介護福祉士の登録が有効

であるか確認する必要があります。 

（注意）上記、｢介護福祉士経過措置登録者の方へ」の㋐・㋑のいずれにも該当し

ない場合は、資格登録有効期限をもって、資格取り消しとなります。 

登録が有効であるかの確認方法は以下のとおりです。通知書等のサンプルを掲載していま

すのでご参考にしてください。 

登録が有効であるかの確認について 

対象者 「登録番号」がアルファベットの「Ｅ」で始まる者（例. 第 E-00000 号） 

確認書類 
「資格登録有効期限（変更）通知書」または 

「資格登録有効期限解除通知書」のいずれかで確認することができます。 

確認方法 

「資格登録有効期限（変更）通知書」の場合 

通知書中段の「資格登録有効期限：元号○年○月○日」を確認 

※記載の期日まで登録有効 

「資格登録有効期限解除通知書」の場合 

資格登録有効期限解除通知書の有無を確認 

※解除通知書があれば、欠格事由の該当による取り消し、死亡又は失踪の宣告がない

限り登録有効 

サンプル 

 介護福祉士登録証（別紙１） 

 資格登録有効期限（変更）通知書（別紙２） 

 資格登録有効期限解除通知書（別紙３） 

（公益財団法人 社会福祉振興・試験センターホームページより（R6.2 時点）） 
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｢登録番号」がアルファベットの「Ｅ」で始まる登録者は、

介護福祉士経過措置登録者のため、資格登録有効期限を確認する。

※ 有効期限は登録証に記載がないため、次のいずれかで確認する。

・「資格登録有効期限（変更）通知書」

・「資格登録有効期限解除通知書」

ＳＡＭＰＬＥ
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第

　

Ｌ

　　　　　

１

　

号

登録年月日

　　

平々 蘭 圧ー勇 帖
登 録 番 号

　

第

　

Ｅ－腫■■

　

号

－

　

． －

　

－

　　

様

公益財団法人社会福祉振興・
理事長

　　　

ＳＡＭＰＬＥ

資格登録有効期限（変更）通知書

　

今般あなたが受けた社会福祉法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第２１
号）第５条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する
法律（平成１９年法律第１２５号） （以下 「改正法」 という。） 附則第６条の２第
１項による介護福祉士の登録は、あなたが介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌
年度の４月１日から起算して５年を経過する日 （５年に附則第６条の４に規定する

育児休業等の期間を加えて得た期間を経過する日。 以下 「５年経過日」 という。）

にその効力を失うことが改正法附則第６条の２第２項で定められています。 あなた

の介護福祉士の資格登録有効期限は以下のとおりとなりますので通知します。

　

○

　

資格登録有効期限：１令和

　

５年 ３月３１日１

ここに記載の期日まで登録有効

○

　

あなたの介護福祉士の登録は、資格登録有効期限までの介護福祉士試験に
合格又は介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌年度の４月１日から５年経
過日（資格登録有効期限（資格登録有効期限を変更した場合はその有効期限））

まで継続して介護等の業務に従事した場合のいずれも該当しないときは、 法

令に基づき資格登録有効期限の翌日をこ消除となります。この場合資格登録有
効期限から１４日以内に◆「資格登録失効届」を同封の上登録証を（公財）社
会福祉振興・試験センター登録部に必ず返納してください。
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⑦試験合格による解除 この通知書があれば登録有効

発行番 号

　

第

　　　　　　　　　

号

１１ー１１ーー一皿ー１１１１１１一割』１１獅ー………

平成

　

■－

　

年

　

‐ 月

　

■■

　

日

登 録 番 号

　

第

　　

Ｅ－血■■

　

号

合格証書番号

　

第

　

に

　　　　　　

号

－ － － －

　　

様

公益財団法人社会福祉振興・
理事長

　　　

ＳＡＭＰＬＥ

資格登録有効期限解除通知書

　

あなたが受けた社会福祉法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第２１号）

第５条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律

（平成１９年法律第１２５号） （以下 「改正法」 という。） 附則第６条の２第１項

による介護福祉士の登録は令和

　

５年

　

３月３１日が資格登録有効期限ですが、第実施回
３０回介護福祉士試験合格により、あなたの資格登録有効期限を解除しましたので

通知します。

○

　

この通知書をお受け取りになったことによる手続きはありません。

○

　

あなたの改正法附則第６条の２第１項による介護福祉士の登録は

資格登録有効期限（５年経過日）の翌日以降も有効です。

○

　

この通知書は登録証と一緒に大切に保管してください。
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Administrator
長方形



⑦介護等の業務に従事による解除

発行番号 第

　　　　　　　　　

号

令和

　

１

　

１

　

年

　

■

　

月

　

． 日

登

　

録

　

番

　

号

　

第

　　

Ｅ－腫 ■

　

号

　　　　

様

公益財団法人社会福祉振興・

理事長

資格登録有効期限解除通知書

　

あなたが受けた社会福祉法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第２１号）

第５条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律

（平成１９年法律第１２５号） （以下「改正法」という。）附則第６条の２第１項

による介護福祉士の登録は令和

　

５年

　

３月３１日が資格登録有効期限ですが、改

正法附則第６条の３に規定する介護等の業務に従事したことにより、 あなたの資格

登録有効期限を解除しましたので通知します。

○

　

この通知書をお受け取りになったことによる手続きはありません。

○

　

あなたの改正法附則第６条の２第１項による介護福祉士の登録は

　

資格登録有効期限（５年経過日）の翌日以後も有効です。

○

　

この通知書は登録証と一緒に大切に保管してください。
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共生型サービスに係る介護保険指定関係受付機関一覧 

 

共生型サービスは、 

・ 介護保険サービス事業所が、障害福祉サービスを提供しやすくする 

・ 障害福祉サービス事業所が、介護保険サービスを提供しやすくする 

ことを目的とした指定手続きの特例として、平成 30年に設けられた制度です。  

 

本県においては、障害福祉サービス事業所が新たに介護保険法に係る事業を行う場合は、事業  

 所の所在地毎に、次ページの各受付期間において行うことになります。 
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愛
知
県
庁

　
　
 

高
齢
福
祉
課

 
 

尾
張
福
祉
相
談

　
　
 

セ
ン
タ
ー

　
西
三
河
福
祉
相
談

　
　
 

セ
ン
タ
ー

名
古
屋
市

岡
崎
市

一
宮
市

豊
田
市

東
三
河
広
域
連
合

知
多
北
部
広
域
連
合

事
業
所
住
所
地
市
町
村

（
左
記
４
市
・
広
域
連

合
を
除
く

）

訪問介護事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

訪問入浴介護事業　（＊） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

訪問看護事業　（＊） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

訪問リハビリテーション事業　（＊） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

居宅療養管理指導事業　（＊） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

通所介護事業　（定員19人以上） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

通所リハビリテーション事業　（＊） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

短期入所生活介護事業　（＊） ○※１ ○※２ ○※２ ○ ○ ○ ○ ○

短期入所療養介護事業　（＊） ○※３ ○※４ ○※４ ○ ○ ○ ○ ○

特定施設入居者生活介護事業　（＊） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福祉用具貸与事業　（＊） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

特定福祉用具販売事業　（＊） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

夜間対応型訪問介護事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地域密着型通所介護（定員18人以下） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

認知症対応型通所介護事業　（＊） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小規模多機能型居宅介護事業　（＊） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

認知症対応型共同生活介護事業　（＊） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地域密着型特定施設入居者生活介護事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地域密着型介護老人福祉施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

介護老人福祉施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○

介護老人保健施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○

介護医療院 ○ ○ ○ ○ ○ ○

県内全域
(名古屋市

一宮市
 岡崎市
 豊田市

東三河地区
を除く)

瀬戸市、半田市
春日井市、津島市、犬山市
常滑市、江南市、小牧市

稲沢市、尾張旭市、岩倉市
東海市、大府市、知多市
豊明市、日進市、愛西市

清須市、北名古屋市、弥富市
あま市、長久手市、東郷町
豊山町、大口町、扶桑町
大治町、蟹江町、飛島村

東浦町、阿久比町、南知多町
美浜町、武豊町

碧南市
刈谷市
安城市
西尾市
知立市
高浜市

みよし市
幸田町

名
古
屋
市
内

岡
崎
市
内

一
宮
市
内

豊
田
市
内

東三河
地区

（豊橋市
豊川市
蒲郡市
新城市
田原市
設楽町
東栄町
豊根村）

東海市
大府市
知多市
東浦町

当
該
市
町
村
内

    （＊）は、予防サービスを含む
　  ※１　空床型のみ(地域密着型特養で、併設ショートがある場合を除く。)　　 ※２　単独型・併設型及び地域密着型の空床利用型（併設がある場合）のみ
　  ※３　みなし指定のみ　　　　　※４　一般指定のみ

共生型サービスに係る介護保険指定関係受付機関一覧

居
宅
サ
ー

ビ
ス
・
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス

　
　
　
　
　
介
護
予
防
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス

　
　
　
　
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
・

施
設
サ
│
ビ
ス

居宅介護支援事業

市町村・広域連合

介護予防支援事業 (地域包括支援センター)

　　　　　　　　　　　　受付機関
 

　　　　事業種別

愛　知　県

所管地区

介護予防・日常生活支援総合事業

〇介護保険法に係る事業を行う場合の指定申請等については、事業所の所在地毎に、下記の各受付機関において行うことになり
ます。
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